
別紙２

　　本調査票は、貴事業所の基本的な概要について記載していただくものです。

　　

 年 11 月 19 日

)

名 57 年 4 月 日

基　本　調　査　票

本調査票の記入日：

設置・運営主体
上尾市

　設置主体

令和 7

所在地

048-725-5400

FAX 048-725-5518

　経営主体 上尾市

事業所名
上尾市立畔吉保育所 種別 保育所

（施設名）

〒 362-0065
上尾市畔吉1319-1

調査対応担当者 　渡邊　麻 （所属、職名： 畔吉保育所　所長

利用定員 80 開設年 昭和

Email s174700@city.ageo.lg.jp

ＵＲＬ

施設長氏名 　渡邊　麻

電　話

理念・基本方針

 保育理念
　①すべての児童が、心身ともに健やかに育成されるよう努める。
　②すべての児童の生活をひとしく保障し愛護する。
　③保護者とともに、すべての児童を心身ともに健やかに育成する。

 保育の基本方針
　①幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であり、人として生きる力を養う。
　②子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら
　　活動することにより、健全な心身の発達を図る。
　③養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成する。
　④保護者と密接な連携をとり、保育の内容等が保護者の理解と協力が得られるよう努め、
　　子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視した保護者支援を行う。
　⑤地域における子育て支援のために、乳幼児などの保育に関する相談に応じ、助言するなどの
　　社会的役割を果たす。

　　開所時間
　平日 7:00～19:00　土曜日 7:00～18:00

（通所施設のみ）
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【利用者の状況に関する事項】 　 　

【職員の状況に関する事項】

○保育所の場合

） 人

人

人

人

人

) 人

人 人

人 人

歳 （

年 （

○保育所の場合（通常保育）

０歳児

定　員 利用児童数 クラス数
１クラスあたり
平均児童数

１クラスあたり
平均保育士数

２歳児 17 1

１歳児 18 2 9 2

４歳児 17 1

３歳児 18 1

計 80 87 6

５歳児 17 1

人

栄養士・調理員 2 人 その他（ 委託調理員

（注）１クラスあたり平均児童数は２クラス以上ある場合に記載。非常勤保育士等については常勤換算で計
算。異年齢児クラスはその区分ごとに記載。

常勤職員数 19 人

うち
保育士 17 人 保健師・看護師 0

人）

保健師・看護師 　 （常勤換算 人）

非常勤職員数 15 （常勤換算 10.4 人）

うち

保育士 6 （常勤換算 5.4

栄養士・調理員 1 （常勤換算 1 人）

その他（
延長時間パート職員

・事務員 8 （常勤換算 4

非常勤： 2

（３）常勤職員（うち保育士・保健師・看護師）の平均年齢 45 43.5 歳）

人）

（注）常勤換算計算式　　非常勤職員：それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数÷当該保育所の常
勤職員が勤務すべき時間数。栄養士・調理員：調理業務を委託している場合には「委託」と記載。

（２）前年度採用・退
職の状況

採用 常勤： 非常勤： 2

退職 常勤：

（４）常勤職員（うち保育士・保健師・看護師）の平均在職年数 3.3 3.3 年）

（注）現在の保育所での在職年数。ただし、同一の運営主体(法人・自治体)内の児童福祉施設間の異
動は通算可(公営の場合には保育主管課在職期間も通算可）。小数点以下第二位を四捨五入。



【本来事業に併設して行っている事業】

（保育所の場合）

）

 人

・ボランティアの業務

【実習生の受け入れ】

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人その他 8

介護福祉士

　乳児保育

　延長保育 ○
朝7:00‐7:29 夕18:30‐19:00
月額2000円　1回利用100円

事業名 実施の有無 利用料

　一時保育

　地域子育て支援センター

　休日保育

　障害児保育 ○

　その他（事業名：

（注）実施事業には有無欄に○を付し、利用料を記載する。自主事業も含む。

【ボランティア等の受け入れに関する事項】

　乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育）

　アレルギー等対応給食 ○

・令和 6 年度におけるボランティアの受け入れ数（延べ人数）

0

・令和 6 年度における実習生の受け入れ数（実数）

社会福祉士



【施設の状況に関する事項】

　※耐火・耐震構造は新耐震設計基準（昭和５６年）に基づいて記入。

【サービス利用者からの意見等の聴取について】

（３）耐火・耐震構造
　耐火

　耐震

（４）建築（含大改築）年 昭和 57 年

　貴施設（事業所）において、提供しているサービスに対する利用者からの意見を聞くためにどのよ
うな取り組みをされていますか。具体的にご記入ください。

・各行事後に保護者アンケートを実施し、集計した結果をICT（コドモン）にて保護者に知らせて
　いる。いただいた意見や感想をもとに、職員会議等で共有し、次年度に向けて活かしている。
・クラス懇談会、個別面談、保育参加を実施し、子どもの様子や保育所での生活を丁寧に伝
　え、保護者からの意見や感想、悩みなどを聞き、意見交換ができる場を設けている。
・保護者が相談しやすいように日頃より話しやすい環境を作り、また、支援が必要な家庭には様子
　を気にかけ声かけをしている。
・苦情解決第三者委員制度を取り入れている。
・意見箱を設置している。

（２）園庭面積

　 802.1 ㎡

児童１人あたり 10 ㎡（計算式：園庭面積合計÷定員）

○保育所の場合

　 607.5 ㎡

児童１人あたり 7.59 ㎡（計算式：建物延べ床面積合計÷定員）

（１）建物面積
　　（保育所分）

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ



【その他特記事項】

【第三者評価の受審状況】

　・受審回数（前回の受審時期）

回 年度）2 （令和 1

　貴施設（事業所）の特徴的な取り組み等について具体的にご記入ください。

・園舎に面した中庭と広い園庭では、昆虫や草花などにも触れる機会も多く、芝生の斜面では
　小さい年齢の子どもたちは上り下りを楽しみ、体を使って主体的に遊べる環境がある。中庭や
　土山、砂場などで心も体も開放的になる遊びを通して、心身の発達を促している。
・園庭には、桜、銀杏、紅葉、柿、ミカン、カリン、イチジク、ブルーベリー、ザクロ、
　キウイフルーツなど多種多様な樹木があり、自然に恵まれ四季を感じることができ、情緒豊か
　に過ごすことができる。
・平屋建てのため他クラスの様子が見えやすく、異年齢交流も日常生活の中で自然と行われて
　いる。またかかわりを通して優しさ、思いやり、憧れの気持ちなどを育んでいる。
・散歩先には自然豊かな場所も多く、自然物や昆虫、草花などに触れられ、子どもの発見や気づき
　を大切にしながら、保育者や友だちと喜びや感動を共感することで豊かな心を育てている。


